
■
補
助
の
対
象
者

　

市
内
在
住
者
で
、
ほ
か
の
公
的

機
関
か
ら
補
助
を
受
け
な
い
方

■
補
助
対
象
と
な
る
研
修

　

市
外
で
開
催
さ
れ
る
男
女
共
同

参
画
に
関
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
講

座
な
ど
（
14
ペ
ー
ジ
下
段
に
掲
載

の
日
本
女
性
会
議
な
ど
も
補
助
の

対
象
に
な
り
ま
す
）

■
補
助
金
額

　

研
修
参
加
に
要
す
る
旅
費
の
う

ち
、
２
分
の
１
を
補
助
し
ま
す
。

■
問
合
せ　

市
庁
舎
本
館
総
務
課

　

男
女
共
同
参
画
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－
５
２

－

１
２
０
６

　

自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医

療
）
制
度
の
支
給
認
定
を
受
け
る

と
、
県
指
定
医
療
機
関
で
の
通
院

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
が
原
則

１
割
と
な
り
ま
す
。（
世
帯
の
所

得
状
況
に
応
じ
て
負
担
上
限
額
を

定
め
て
い
ま
す
）

■
対
象
者

　

統
合
失
調
症
、
て
ん
か
ん
、
う

つ
病
な
ど
で
、
通
院
に
よ
る
精
神

医
療
を
継
続
的
に
要
す
る
方

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
別
館
社
会
福
祉
課

　

障
害
者
福
祉
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
４

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

郵
便
事
業
㈱
で
は
重
度
の
身
体

障
害
者
や
知
的
障
害
者
の
福
祉
に

対
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
通
常
郵
便
は

が
き
を
無
償
で
配
布
し
ま
す
。

■
対
象
者

　

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
ま

た
は
療
育
手
帳
Ａ
の
所
持
者

■
配
布
枚
数　

一
人
に
つ
き
20
枚

■
受
付
期
間　

５
月
31
日
㈪
ま
で

■
申
込
方
法

　

身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育

手
帳
を
持
っ
て
、
最
寄
り
の
郵
便

局
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
各
郵
便
局

○
市
庁
舎
別
館
社
会
福
祉
課

　

障
害
者
福
祉
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
４

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

20歳になったとき

こんなとき ど う す る ど　こ　で

会社を退職したとき

配偶者の扶養になったとき

配偶者の扶養でなくなったとき

配偶者が就職・転職したとき

年金手帳をなくしたとき

口座振替を開始・停止・変更するとき

住所が変わったとき

厚生年金・共済組合の加入者以外は
国民年金の加入手続きをする

本人と配偶者は国民年金の加入手続きをする

第３号被保険者への種別変更の手続きをする

第１号被保険者への種別変更の手続きをする

再交付の手続きをする

預金通帳・通帳の届出印・年金手帳を持って
口座振替の手続きをする

住所変更の手続きをする

扶養されている場合は、第３号被保険者への
種別変更の手続きをする

■問合せ　○新居浜年金事務所　国民年金課　℡0897－35－1368
　　　　　○市庁舎本館市民生活課　年金係　℡0897－52－1383
　　　　　○各総合支所市民福祉課　市民保険係（東予）
　　　　　　　　　　　　　　　　　市民福祉係（丹原・小松）

国民年金の手続きを
お忘れなく！

第１号被保険者：市役所
第３号被保険者：配偶者の勤務先

第１号被保険者：市役所
第３号被保険者：配偶者の勤務先

第１号被保険者：市役所
第３号被保険者：年金事務所

ご利用の金融機関、年金事務所

市役所

市役所

配偶者の新しい勤務先

配偶者の勤務先

　

市
庁
舎
本
館
市
民
生
活
課
と
各

総
合
支
所
市
民
福
祉
課
で
は
、
毎

週
木
曜
日
に
窓
口
業
務
を
延
長
し

て
行
っ
て
い
ま
す
。

　

４
月
か
ら
は
、
旅
券
（
パ
ス
ポ

ー
ト
）
の
受
取
業
務
も
、
新
た
に

追
加
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

　

仕
事
な
ど
で
市
役
所
の
執
務
時

間
内
に
お
越
し
で
き
な
い
方
は
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
窓
口
業
務
の
延
長
日
時

　

木
曜
日
・
19
時
ま
で
（
祝
日
・

年
末
年
始
を
除
き
ま
す
）

■
延
長
し
て
行
う
窓
口
業
務

○
印
鑑
登
録

○
戸
籍
謄
本
・
戸
籍
抄
本
・
住
民

　

票
・
印
鑑
証
明
書
の
交
付

○
旅
券
の
受
取
業
務
（
旅
券
の
申

　

請
受
付
業
務
は
除
き
ま
す
）

※
前
記
以
外
の
窓
口
業
務
は
、
通

　

常
ど
お
り
８
時
30
分
か
ら
17
時

　

15
分
ま
で
で
す
。

■
問
合
せ

　

市
庁
舎
本
館
市
民
生
活
課

　

市
民
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
１

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

市
民
保
険
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

毎
週
木
曜
日
は
窓
口
業
務
を
延
長

旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）
の

受
取
業
務
も
延
長
し
て
い
ま
す

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
研
修

参
加
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

精
神
疾
患
で
の
通
院
医
療
費
の

一
部
を
公
費
で
負
担
し
ま
す

重
度
の
身
体
・
知
的
障
害
者
に

青
い
鳥
郵
便
は
が
き
無
償
配
布
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